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新型コロナ患者の外来対応医療機関

10月以降の新型コロナに対する医療提供体制「移行計画」の見直しについて
計画期間：令和５年10月１日～令和６年３月31日

令 和 ５ 年 ９ 月 2 7 日
健 康 福 祉 部

• 現行９月末までとしていた新型コロナに対する医療提供体制等の「移行計画」について、通常医療との両立を更に強化し、重点的・集中的な支援により、
冬の感染拡大に対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行するため、令和６年３月までの「移行計画」に見直しを行うもの。

３ 外来医療体制１ 入院医療体制について

〔計画見直しの目的〕

２ 入院調整について

• 原則として、医療機関等情報支援システム（G-
MIS）※等のツールを活用して、医療機関間で入院
調整を実施
※全国の医療機関の稼働状況や医療資材の確保状況等を
一元的に把握できるシステム

• 感染拡大時で重症者・中等症Ⅱ患者の医療機関
間での入院調整が困難な場合には、医療機関で
患者の同意を得たうえで、県受入調整本部による
入院調整の支援を実施する。（例えば、二次医療
圏を越えた入院調整が必要な場合など）

9/22現在

救急

484箇所
目標

約550箇所

約550箇所

【単位：箇所】

• 引き続き外来対応医療機関の維持・拡充に向けた取
組みを継続

• 一般県民を対象としてインフルエンザの外来受診に対
応可能な医療機関数と同程度の約550箇所での対応
を目指す

【本計画期間】
10/1～3/31

診療所・病院

・基本的には医療機関間で入院調整を実施。
〔感染拡大時〕
・県受入調整本部が必要に応じ重症者・中等症Ⅱ患者の
入院調整を支援

・R6.4月以降は、重症者・中等症Ⅱ患者も含め医療機関
間で入院調整を実施

施設等の
協力医療機関

9/22現在 R6.4月以降

＜一部見直し＞

9/22現在

【本計画期間】
10/1～3/31

R6.4月以降

１０４床
通常の医療
体制へ

確保病床数（重症・中等症Ⅱ患者）

段 階 移行基準 確保病床数

段階０ 入院者数
１７８人以下

無し

段階１ 入院者数
１７９人以上

２２床

段階２ 入院者数
２６８人以上

８９床

段階３ 入院者数
４２９人以上

１３６床
（試算）

【本計画期間】
10/1～3/31

R6.4月以降

● 厚生労働省の示す算式に基づき、機械的に算出

• 確保病床は、原則として「重症・中等症Ⅱの患者※」に重点化
し、感染状況に応じて確保病床を設置

※重症は人工呼吸器が必要な患者、中等症Ⅱは酸素投与が必要な患者

• 「重点医療機関」の仕組みは廃止

• 軽症・中等症Ⅰの患者は、引き続き幅広い医療機関（全67病
院）で対応

＜継続＞ ＜継続＞



 

 

令和５年 10月以降の新型コロナウイルス感染症に関する確保病床数 

 

● 確保病床は、重症者・中等症Ⅱ患者等に限る。 

● 軽症・中等症Ⅰ患者は、引き続き幅広い医療機関(全６７病院)で対応。 

２次医療圏 医療機関名 

確保病床数 

段階１ 段階２ 
段階３ 

(試算) 

村山・最上 

（７機関） 

山形県立中央病院※ 4 17 24 

山形大学医学部附属病院 2 8 12 

山形市立病院済生館 3 12 19 

山形済生病院 ― 2 4 

山形県立河北病院※ 1 3 5 

山形県立新庄病院※ 2 5 8 

矢吹病院（透析患者限定） 1 3 5 

小 計 13 50 77 

置賜 

（２機関） 

公立置賜総合病院※ 3  11  16  

米沢市立病院 1 5 8 

小 計 4 16 24 

庄内 

（２機関） 

日本海総合病院※ 3  12  19  

鶴岡市立荘内病院 2 11 16 

小 計 5 23 35 

合 計（計 11機関） 22 89 136 

※ 段階ごとの確保病床数（合計）の算定式は、別紙のとおり。 



段階ごとの確保病床数

● 厚生労働省の示す算式に基づき、機械的に算定

段階 段階０ 段階１ 段階２ 段階３

第８波ピーク時の1/3の入院者数 第８波ピーク時の1/2の入院者数

第８波ピーク時の８割の入院者数

※ピークまで約２週間である「第８波
　ピーク時の約８割の在院者数」の段
　階から、確保病床数の試算を開始。

本県の場合
⇒ 536×1/3 = 178.66

本県の場合
⇒ 536×1/2 = 268

本県の場合
⇒ 536×0.8 = 428.8

178人
以下

179人以上 268人以上 429人以上

（1/2入院者数－1/3入院者数）
×0.25

左記＋（ピーク入院者数
－1/2入院者数）×0.25

左記
＋（2週間後の入院者数[試算]
－ピーク入院者数）×0.25

本県の場合
 ⇒ （268-179）×0.25 = 22.25

本県の場合
⇒22+（536-268）×0.25=89

本県の場合
（患者数の伸びが前週比1.3倍で試算）

⇒89+（429×1.3×1.3-536）
×0.25=136.25

０床 22床 89床 136床 （試算）

　※　10月中は、段階０の感染状況でも段階１の病床確保料の交付対象となる。

移行基準
（目安）

確保
病床数

（上限目安）


